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米
兵
の
性
暴
力
・
犯
罪
に
対
す
る
認
識
、
対
策
等
に
関
す
る
質
問
主
意
書

去
る
十
月
十
六
日
、
沖
縄
県
本
島
中
部
で
米
海
軍
兵
二
名
に
よ
る
凶
悪
・
卑
劣
な
集
団
強
姦
致
傷
事
件
が
発
生
し
た
。

悲
惨
な
沖
縄
戦
終
結
か
ら
米
軍
の
直
接
統
治
時
代
を
経
て
、
復
帰
後
の
今
日
ま
で
、
幾
度
と
な
く
沖
縄
の
子
ど
も
や
女
性
に

対
す
る
米
兵
に
よ
る
性
暴
力
・
犯
罪
が
繰
り
返
さ
れ
て
き
た
。
そ
の
度
に
、
沖
縄
中
が
怒
り
に
燃
え
、
悲
痛
な
思
い
で
米
兵
の

性
暴
力
・
犯
罪
を
糾
弾
し
、
そ
の
都
度
、
日
米
両
政
府
は
「
綱
紀
粛
正
」
と
「
再
発
防
止
策
」
を
約
束
し
て
き
た
。

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
米
兵
に
よ
る
凶
悪
・
卑
劣
な
性
暴
力
・
犯
罪
が
後
を
絶
つ
こ
と
は
な
い
。
今
年
八
月
に
も
、
県
都
那
覇

市
の
路
上
で
米
海
兵
隊
員
に
よ
る
沖
縄
女
性
へ
の
強
制
わ
い
せ
つ
致
傷
事
件
が
発
生
し
た
ば
か
り
で
あ
る
。

そ
し
て
、
今
回
の
米
海
軍
兵
二
名
に
よ
る
集
団
強
姦
致
傷
事
件
が
発
生
し
た
。
立
て
続
け
に
惹
起
さ
れ
る
米
兵
に
よ
る
性
暴

力
・
犯
罪
に
県
民
の
ワ
ジ
ワ
ジ
ー
（
怒
り
）
は
頂
点
に
達
し
て
い
る
。

沖
縄
県
民
は
、
子
ど
も
や
女
性
の
人
権
と
尊
厳
を
著
し
く
侵
害
す
る
極
悪
非
道
に
し
て
言
語
道
断
な
米
兵
に
よ
る
性
暴
力
・

犯
罪
を
断
じ
て
許
さ
な
い
。
今
、
多
く
の
県
民
の
怒
り
は
、
在
沖
駐
留
米
軍
の
撤
退
と
在
沖
米
軍
基
地
の
閉
鎖
・
返
還
要
求
へ

と
高
ま
り
つ
つ
あ
る
。

私
は
、
沖
縄
県
民
の
米
兵
に
よ
る
性
暴
力
・
犯
罪
に
対
す
る
沖
縄
県
民
の
悔
し
さ
、
無
念
さ
、
怒
り
を
片
時
も
忘
れ
る
こ
と

一



は
な
い
。
沖
縄
の
子
ど
も
や
女
性
の
人
権
と
尊
厳
を
守
る
た
め
に
、
米
兵
に
よ
る
性
暴
力
・
犯
罪
の
根
絶
ま
で
闘
い
続
け
る
覚

悟
で
あ
る
。

以
下
、
質
問
す
る
。

一

野
田
総
理
は
去
る
十
月
二
十
九
日
、
衆
議
院
本
会
議
で
の
第
百
八
十
一
回
国
会
に
お
け
る
所
信
表
明
演
説
で
「
あ
く
ま
で

基
軸
と
な
る
の
は
、
日
米
同
盟
で
す
。
そ
の
基
盤
を
よ
り
強
固
な
も
の
に
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
そ
う
で
あ
れ
ば
こ

そ
、
先
般
、
沖
縄
で
発
生
し
た
許
し
が
た
い
事
件
は
、
日
本
国
民
、
特
に
沖
縄
県
民
の
心
を
深
く
傷
つ
け
る
事
件
で
あ
り
、

決
し
て
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
も
の
で
す
」
と
述
べ
た
。

野
田
総
理
は
、
日
米
同
盟
の
基
盤
強
化
と
米
兵
に
よ
る
性
暴
力
・
犯
罪
と
の
関
係
を
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
、
認
識
し
て

い
る
の
か
、
そ
も
そ
も
関
係
あ
る
の
か
、
政
府
の
見
解
を
示
さ
れ
た
い
。

二

日
本
国
憲
法
上
、
保
障
さ
れ
た
基
本
的
人
権
や
人
間
と
し
て
の
尊
厳
は
、
日
米
同
盟
の
基
盤
強
化
と
関
係
な
し
に
、
自
然

人
た
る
人
間
全
て
に
不
可
侵
の
権
利
と
し
て
備
わ
り
、
保
障
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
考
え
る
が
、
政
府
の
見
解
を
示
さ
れ
た

い
。

三

昭
和
四
十
七
年
五
月
十
五
日
の
本
土
復
帰
以
降
、
平
成
二
十
三
年
度
末
ま
で
の
間
に
沖
縄
県
で
発
生
し
た
米
軍
人
・
軍
属

二



と
そ
の
家
族
ら
を
加
害
者
と
し
、
沖
縄
女
性
（
子
ど
も
を
含
む
）
を
被
害
者
と
す
る
性
暴
力
・
犯
罪
件
数
（
沖
縄
県
警
察
が

刑
事
事
件
と
し
て
認
知
し
た
も
の
）
に
つ
い
て
、
加
害
者
の
起
訴
、
不
起
訴
の
別
に
年
度
毎
に
明
ら
か
に
し
た
う
え
で
、
係

る
事
件
発
生
件
数
の
推
移
に
対
す
る
政
府
の
見
解
を
示
さ
れ
た
い
。

四

ル
ー
ス
駐
日
米
国
大
使
と
ア
ン
ジ
ェ
レ
ラ
在
日
米
軍
司
令
官
は
去
る
十
月
十
九
日
、
米
海
軍
兵
二
名
に
よ
る
集
団
強
姦
致

傷
事
件
の
再
発
防
止
策
と
し
て
①
在
日
全
米
軍
兵
士
の
午
後
十
一
時
か
ら
午
前
五
時
ま
で
の
外
出
禁
止
、
②
「
リ
バ
テ
ィ
ー

カ
ー
ド
制
度
」
の
見
直
し
等
を
実
施
す
る
、
と
の
声
明
を
発
表
し
た
。

米
兵
に
よ
る
度
重
な
る
性
暴
力
・
犯
罪
が
発
生
し
て
い
る
沖
縄
で
は
、
深
夜
だ
け
の
、
し
か
も
一
時
的
な
外
出
禁
止
措
置

で
は
不
十
分
で
あ
る
と
の
認
識
に
基
づ
き
、
時
間
区
分
の
な
い
全
面
的
か
つ
恒
久
的
な
外
出
禁
止
措
置
を
要
求
す
る
声
が
強

い
。
係
る
沖
縄
県
民
の
要
求
に
対
す
る
政
府
の
受
け
止
め
を
示
し
た
う
え
で
、
同
要
求
を
米
軍
当
局
に
対
し
て
求
め
て
い
く

考
え
は
あ
る
か
、
見
解
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

五

「
リ
バ
テ
ィ
ー
カ
ー
ド
制
度
」
導
入
後
も
米
兵
犯
罪
が
後
を
絶
た
な
い
沖
縄
で
は
、
同
制
度
は
米
兵
犯
罪
の
防
止
策
と
し

て
有
効
に
機
能
す
る
も
の
で
は
な
い
、
と
の
指
摘
、
批
判
が
あ
る
。

こ
の
間
、
政
府
は
「
リ
バ
テ
ィ
ー
カ
ー
ド
制
度
」
の
有
効
性
、
実
効
性
に
つ
い
て
、
米
側
と
の
間
で
い
か
な
る
検
証
、
調

三



整
を
行
っ
て
き
た
の
か
。
日
米
合
同
委
員
会
を
含
め
、
日
米
間
の
協
議
機
関
を
明
ら
か
に
し
た
う
え
で
、
検
証
、
調
整
の
状

況
に
つ
い
て
説
明
さ
れ
た
い
。

六

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
人
女
性
の
キ
ャ
サ
リ
ン
・
ジ
ェ
ー
ン
・
フ
ィ
ッ
シ
ャ
ー
さ
ん
は
平
成
十
四
年
四
月
、
神
奈
川
県
で
米
空

母
キ
テ
ィ
ホ
ー
ク
乗
組
員
米
兵
に
強
姦
さ
れ
た
。

そ
の
フ
ィ
ッ
シ
ャ
ー
さ
ん
は
去
る
十
月
二
十
五
日
、
外
務
省
北
米
局
日
米
地
位
協
定
室
の
担
当
者
に
対
し
、
政
府
の
責
任

の
下
で
米
兵
に
よ
る
性
暴
力
・
犯
罪
被
害
者
の
心
の
ケ
ア
を
重
視
す
る
「
米
軍
人
・
軍
属
に
よ
る
事
件
事
故
被
害
者
の
対
策

チ
ー
ム
」
及
び
「
二
十
四
時
間
体
制
の
性
犯
罪
被
害
者
救
援
セ
ン
タ
ー
」
を
発
足
さ
せ
る
こ
と
等
を
要
請
し
た
。
私
も
要
請

の
場
に
立
ち
会
い
、
日
米
地
位
協
定
室
の
担
当
者
は
そ
の
場
で
、
要
請
内
容
を
玄
葉
光
一
郎
外
務
大
臣
に
伝
え
る
こ
と
を
約

束
し
た
。

係
る
フ
ィ
ッ
シ
ャ
ー
さ
ん
か
ら
の
要
請
に
対
す
る
政
府
の
受
け
止
め
を
明
ら
か
に
し
た
う
え
で
、
今
後
の
対
応
方
針
を
示

さ
れ
た
い
。
併
せ
て
、
政
府
の
責
任
に
お
け
る
米
兵
に
よ
る
性
暴
力
・
犯
罪
被
害
者
支
援
の
た
め
の
体
制
構
築
、
仕
組
み
づ

く
り
の
あ
り
方
に
つ
い
て
見
解
を
示
さ
れ
た
い
。

七

米
海
軍
兵
二
名
に
よ
る
集
団
強
姦
致
傷
事
件
発
生
後
、
森
本
敏
防
衛
大
臣
は
ぶ
ら
下
が
り
取
材
の
場
で
、
凶
悪
・
卑
劣
な

四



同
事
件
を
複
数
回
に
わ
た
っ
て
「
事
故
」
と
表
現
し
た
。
ま
た
、
吉
良
州
司
外
務
副
大
臣
も
去
る
十
月
十
八
日
の
定
例
記
者

会
見
の
場
で
「
今
回
の
『
事
故
』
は
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
」
と
発
言
し
た
。

駐
留
米
軍
、
ま
た
は
米
軍
人
・
軍
属
と
そ
の
家
族
ら
が
惹
起
し
た
事
件
・
事
故
に
お
い
て
、
重
大
犯
罪
と
し
て
の
「
事

件
」
と
偶
発
的
要
素
を
含
む
不
意
の
出
来
事
と
し
て
の
「
事
故
」
そ
れ
ぞ
れ
が
持
つ
言
葉
の
意
味
合
い
、
表
現
の
相
違
に
対

す
る
政
府
の
認
識
を
示
さ
れ
た
い
。

そ
の
う
え
で
、
米
海
軍
兵
二
名
に
よ
る
集
団
強
姦
致
傷
事
件
に
つ
い
て
、
米
軍
基
地
問
題
を
担
当
す
る
野
田
内
閣
の
政
務

三
役
が
「
事
故
」
と
表
現
し
た
こ
と
は
、
係
る
政
府
の
認
識
に
基
づ
く
適
切
な
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
る
か
、
政
府
の
見
解

を
示
さ
れ
た
い
。

右
質
問
す
る
。

五


